
令和５年度茨城県立高等学校入学者選抜実施細則（要点） 

項  目 要    点 

１  応募資格 

２  募集の課程、学科及

び定員 

３ 一般入学 

 

 

(1) 志願校及び学科

の選択 

 

 

(2) 出願期間 

 

 

 

(3) 志願の手続 

 

 

 

(4) 調査書の作成 

(5) 志願先の変更 

 

(6) 入学者の選抜 

 ア 共通選抜 

  (ｱ) 学力検査 

 

 

 

  (ｲ) 実技検査 

  (ｳ) 面接等 

 

 

  (ｴ) 追検査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  中学校を卒業又は令和５年３月に卒業見込みの者等 

  別に定める。 

 

すべての高等学校で共通選抜を実施するほか、高等学校の裁量で文化、芸術及び

体育等の分野において優れた資質・実績を有する者を対象とする特色選抜を実施す

ることができる。 

  １校１課程１学科に限る。 

農業、工業、商業及び水産に関する学科、普通科のコース並びに多部制の定時制

課程における午前の部及び午後の部については、第２志望も可能（特色選抜は除

く。)。 

 令和５年２月８日（水）午前９時から午後４時、２月９日（木）午前９時から午

後４時及び２月10日（金）午前９時から正午とする。 

郵送出願（P.74）の場合は、事前に志願先高等学校長と連絡の上、簡易書留で配

達日指定郵便（令和５年２月７日、８日、９日）の取扱いとする。 

  入学願書等の提出は、中学校長を経由して行う。郵送も認める。 

 選抜手数料 全日制2,200円 定時制950円 

 ※ 入学者選抜手数料の免除制度があるので、希望する者は志願先高等学校に問い合

わせる。 

 中学校長を委員長とする調査書作成委員会を設けて作成する。 

 志願先変更期間  令和５年２月16日（木）及び２月17日（金）（午前９時から午

後４時） 

 

 

期日 令和５年３月３日（金） 

 教科数：５教科  時間：各50分間 

※ 定時制課程においては、国語、数学及び外国語（英語）（「聞き取りテスト」

を含む。）の３教科とすることができる。 

 期日 令和５年３月６日（月） 

  全日制課程では実施しない。面接や作文を実施する定時制課程では、令和５年３

月３日（金）学力検査終了後に実施する。ただし、多部制の定時制課程の面接は令

和５年３月６日（月）に実施する。 

対象者：共通選抜に係る検査等について、インフルエンザなど学校保健安全法（昭

和33年法律第56号）第19条で出席停止の扱いが定められている感染症、急

な入院等、やむを得ない事由により、受検することができなかった者。 

共通選抜に係る検査等：①共通選抜 学力検査（５教科又は３教科） 

           ②面接や作文を実施する定時制課程 

                     学力検査（３教科）、面接、作文 

           ③定時制課程の成人特例入学者選抜 作文、面接 

           ④帰国子女の特例入学者選抜 学力検査（３教科）、面接 

           ⑤外国人生徒特例入学者選抜 学力検査（３教科）、面接 

           ⑥共通選抜 実技検査 

           ⑦多部制定時制課程の入学者選抜 面接 

⑧連携型中高一貫教育校の入学者選抜 小論文、面接 

面接等期日 令和５年３月９日（木）上記①～⑤ 

令和５年３月10日（金）上記⑤（結城第一及び石下紫峰の面接） 

⑥～⑧ 

 合否判定方法及び合格者の発表は、共通選抜と同様に行う。 

 

 

 

 



項  目 要    点 

  (ｶ) 追加の検査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 特色選抜 

(ｱ) 応募資格 

 (ｲ) 募集人員 

 

  (ｳ) 面接等期日 

   (ｴ) 選抜資料 

 

 

(7) 合否判定方法 

 ア 特色選抜 

 

 

 

イ 共通選抜 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 第２次募集 

 

(1) 募集人員等 

(2) 出願期間 

(3) 第２次学力検査 

 

 

(4) 面接 

(5) 合格者の発表 

 

５ 定時制課程の追加

入学 

 

対象者：追検査の対象者のうち、新型コロナウイルス感染症により追検査を受検

できなかった者 

共通選抜に係る検査等：①共通選抜 学力検査（３教科） 

           ②面接や作文を実施する定時制課程 学力検査（３教

科） 

           ③定時制課程の成人特例入学者選抜 作文 

           ④帰国子女の特例入学者選抜 学力検査（３教科） 

           ⑤外国人生徒特例入学者選抜 学力検査（３教科） 

           ⑥多部制定時制課程の入学者選抜 学力検査（３教科） 

⑦連携型中高一貫教育校の入学者選抜 小論文 

期日 令和５年３月20日（月）上記①～⑦ 

 

 

｢１ 応募資格｣を有する者で、各高等学校において定める出願要件を満たす者 

 各学科の募集定員の50％を上限とする。 

実施の課程、学科及び募集人員については、別に定める。 

 期日 令和５年３月６日（月） 

 調査書、学力検査の成績、面接の結果を選抜資料とするほか、作文、実技検査を

実施する学校・学科においては、その結果を選抜資料に加える。 

 

 

(ｱ) 特色選抜に出願した受検者について、調査書、学力検査の成績、面接の結果及

びその他選抜に必要な資料を総合して合格者を決定する。 

(ｲ) 特色選抜において合格と判定されなかった受検者については、特色選抜に

出願しなかった他の受検者と併せて 、「イ  共通選抜」により合否判定を行う。  

(ｱ) 共通選抜の対象となる受検者全員について、学力検査の得点合計(普通科スポ

ーツ科学コース、音楽科、美術科及びメディア芸術科は、実技検査の得点を学力

検査の得点に加える。)の順位が募集定員から特例入学者選抜枠及び特色選抜枠

の合格者数を引いた数の80％以内にあり、かつ、調査書の評定合計の順位が募集

定員から特例入学者選抜枠及び特色選抜枠の合格者数を引いた数以内にある者

をＡ群とし、残りをＢ群とする。Ａ群に属する者は、原則として合格とする。 

(ｲ) Ｂ群に属する者のうちから合格者を選抜する方法は、学力検査の結果を重視し

た選抜及び調査書の記録を重視した選抜により、合格者を決定する。こ

の２つの選抜で合格する人数の比率は、20:80、30:70、40:60、50:50、 

60:40、70:30、80:20の中から各高等学校が決定する。 

Ｂ群における学力検査重視の選抜と調査書重視の選抜で合格する人数の比率

及び調査書重視の選抜で利用する項目については、「別表１ 高等学校別入学者

選抜実施方法」による。 

 

合格者が募集定員に満たない学科（コースを含む。）について、第２次募集を行

う。 

  令和５年３月 14日（火）県教委のホームページに発表 

  令和５年３月 15日（水）及び３月 16 日（木）（午前９時から午後４時） 

  期日 令和５年３月 20 日（月） 

国語、数学、外国語（英語）の３教科、各 50分間で実施する。 

英語の「聞き取りテスト」は行わない。 

 すべての学科について、学力検査終了後に個別面接を行う。 

  発表日 令和５年３月 23日（木） 志願先高等学校 

 

入学許可期限  令和５年４月７日（金） 

 

 

 



項  目 要    点 

６ 定時制課程の成人

特例入学者選抜 

(1) 応募資格 

(2) 選抜方法 

 

(3) 面接等 

(4) 追検査 

(5) 合格者の発表 

 

７ 第２次募集におけ

る定時制課程の成人

特例入学者選抜 

 

８ 県外及び外国から

の本県県立高等学校

への入学を志願する

者の取扱い 

 

 

 

 

 

９ 転勤保護者の子女

のための出願期間の

特例 

(1) 対象 

 

 

 

 

(2) 出願期間 

 

10  帰国子女の特例入

学者選抜 

(1) 応募資格 

 

 (2) 実施の課程、学

科及び募集人員 

 

 

(8) 学力検査及び面 

接等 

 

 

 

 (10) 合格者の発表 

 

11 外国人生徒の特例

入学者選抜 

(1) 応募資格 

 

 

 

 

令和５年４月１日現在、満 18 歳以上の者 

学力検査は行わず、調査書、面接、作文その他選抜に関する資料を参考として、

総合的に判定して行う。 

  期日   令和５年３月 ３日（金） （一般の学力検査日に同じ） 

期日  令和５年３月 ９日（木）  

  発表日  令和５年３月14日（火） （一般の合格者の発表に同じ） 

 

 第２次募集を行う定時制課程において、第２次募集と同じ期日に、一般入学の成

人特例入学者選抜に準じた方法で行う。 

 

 

隣接県で本県に隣接する通学区域等に居住する者が志願する場合、隣接県公立高

等学校入学志願者取扱協定及び同協定に基づく令和５年度細部協定の定めによる。 

なお、保護者が県内にすでに居住している場合又は入学日までに県内に転入する

ことが証明される場合には、出願を認める。 

 また、大子清流高等学校農林科学科、海洋高等学校海洋技術科・海洋食品科・海

洋産業科、大洗高等学校普通科音楽コース及び真壁高等学校農業・環境緑地科につ

いては、該当の学科に対する目的意識が強く入学日までに身元引受人がいることを

条件に、全国から出願できる。 

 

 

 

 

ア 入学願書等の出願期間を過ぎてからの保護者の転勤に伴う一家転住により、高

等学校の通学に支障が生じるため、新たに本県県立高等学校を志願する者 

イ 本県県立高等学校へ出願している者で、志願先変更期間を過ぎてからの保護者

の転勤に伴う一家転住により、高等学校入学後の通学に支障が生じるため、やむを

得ず志願先の変更を必要とする者 

令和５年２月 21日（火）及び２月 22日（水）（午前９時から午後４時） 

 

 

 

 令和３年３月１日から入学時までに帰国した者又は帰国見込みの者で、その帰国

時からさかのぼり、外国における在住期間が継続して２年以上の者 

ア 全校の全日制課程及び定時制課程で実施する。 

イ 募集人員は、全日制課程及び定時制課程それぞれについて、１校につき、全学

科を合わせて２人以上とする。 

実施の課程、学科及び募集人員については、別に定める。 

  国語、数学、外国語（英語）の３教科について、一般入学と同一の問題で同一期

日、同一の時間割で実施する。 

 

面接期日    令和５年３月３日（金）（一般の学力検査日に同じ） 

追検査期日  令和５年３月９日（木） 

発表日 令和５年３月 14 日（火）（一般の合格者の発表に同じ） 

 

 

 

外国籍を有する者で、令和５年３月１日現在で入国後の在日期間が３年以内の者 

 ただし、結城第一高等学校及び石下紫峰高等学校の志願者については、入国後の

在日期間を問わないものとする。 

 



項  目 要    点 

(2)  実施の課程及び

学科及び募集人員 

 

 

(7) 学力検査及び面

接等 

 

 

 

 

 

12  連携型中高一貫教

育校の入学者選抜 

(1) 応募資格 

 (2) 出願期間 

 

(4) 志願先の変更 

 

 

 

 

(5) 入学者の選抜及

び合格者の発表 

 

 (6) その他 

 

13 障害のある受検者等

の取扱い 

 

 

 

14 自己申告書の提出 

 

 

 

15 出願用紙の配布等 

(1)  出願に要する

用紙の配布 

 

(2)  書類の作成 

 

 

 

 

 全日制課程、定時制課程それぞれ全校で実施。募集人員は、各課程について、１

校につき、全学科を合わせて２人以上とする。 

実施の課程、学科及び募集人員については、別に定める。 

追検査期日 令和５年３月９日（木） 

帰国子女の特例入学者選抜に準じて行う。ただし、結城第一高等学校及び石下紫

峰高等学校における面接は、令和５年３月６日（月）午前９時 10 分から行うこと

とし、受検者は、午前８時 40 分までに志願先高等学校に集合するものとする。 

 なお、結城第一高等学校及び石下紫峰高等学校の各教科の学力検査については、

問題用紙及び解答用紙にルビ（ふりがな）を付ける。 

 発表日 令和５年３月 14日（火）（一般の合格者に同じ） 

 

 

 

 常陸大宮市立明峰中学校を令和５年３月に卒業見込みの者 

 令和５年２月８日（水）午前９時から午後４時、２月９日（木）午前９時から午

後４時及び２月10日（金）午前９時から正午 

イ 連携型入学者選抜に出願している者は、他の高等学校の一般入学に志願先

を変更できる。 

ウ 連携型中学校から他の高等学校の一般入学に出願している者は、連携型高等

学校の一般入学に志願先を変更できるが、連携型入学者選抜へは志願先の変更

はできない。 

  面接期日   令和５年３月６日（月）（特色選抜に同じ） 

追検査期日  令和５年３月10日（金） 

発表日  令和５年３月14日（火）午前９時（一般の合格発表日に同じ） 

募集人員 別に定める。 

 

障害のある受検者等で、学力検査実施上特別な措置を希望する者は、中学校長

を経由して、「障害のある受検者等に対する特別措置申請書｣を原則として令和４

年10月17日（月）から令和５年１月20日（金）までに志願先高等学校長に提出す

ること。 

 

欠席が多いことの事情や障害のあることによって生ずることがら等について、説

明する必要がある場合、志願者は「自己申告書」を志願先高等学校長に提出するこ

とができる。 

 

 

ア 出願に要する用紙で様式（第１、３～６、８、10、19、27、28号）の定められ

ているものは、11月上旬までに教育委員会から県内の中学校及び高等学校に対し

て送付する。 

イ 県外からの入学志願者については、各志願先高等学校において、令和４年12

月１日（木）から交付する。 

様式第２、７、９、11～18、20～26 号の書類については、各学校で様式に従

い作成する。 

様式については、茨城県教育委員会ホームページからダウンロードすることが

できる。 

 


